
○　普通徴収税額のうち、納期限が過ぎたものは特別徴収への切替ができません。必ず本人が納めるようお伝えください。なお、口座振替の場合、納期限が過ぎていないもので
   も切替できないことがあります。山口市では、本人あてに送付された普通徴収の納税通知書及び納付書の添付は必要ありません。
○　新規の事業所において、上記とは異なるところへ税額通知書等の送付を希望される場合、上記の備考欄にその所在地・名称・電話番号を記入してください。
○　普通徴収から特別徴収への切替は、この申請書を提出していただくか、電話連絡でも受け付けております。

※なお「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書」の送付は、月の中旬になります。

新 規 ・ 既 存
個人番号又は
法 人 番 号

ふりがな

市 民 税
県 民 税
森林環境税

※
ど
ち
ら
か
を
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で
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さ
い
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